
事 務 連 絡  

令和７年（2025年）４月１日  

 

指定介護保険サービス事業者 様 

 

横須賀市民生局福祉こども部介護保険課長  

 

 

福祉施設課施設第１担当等の業務移管について 

 

日頃より本市福祉行政にご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

標記の件について、本市の組織改正に伴い、令和７年４月１日から福祉施設課施設第１

担当の業務を介護保険課施設整備係に移管することとなりましたのでお知らせいたしま

す。電話番号及びメールアドレスは変更ありません。 

また、社会福祉施設育成事業（高齢）及び軽費老人ホームサービス提供費補助事業にお

きましても、介護保険課施設整備係が担当することとなりましたので、併せてお知らせい

たします。詳細は下記をご参照ください。 

ご不明な点やご質問等がございましたら、事務担当までお問い合わせください。 

 

記 

 

 令和７年４月１日から、次表のとおり、担当部署を変更します。  

主な所管業務 

（サービス等） 

担当部署 問合せ先 

（直通） 令和７年３月 31 日まで 令和７年４月１日から 

介護保険事業計画に基づ

く介護保険施設等の整備

の調整に関する業務 

福祉施設課 

施設第１担当 

介護保険課 

施設整備係 
822-9399 社会福祉施設育成事業

（高齢） 

福祉施設課 

施設第２担当 

軽費老人ホームサービス

提供費補助事業 

福祉施設課 

総務担当 

 

 

 

 

事務担当： 民生局福祉こども部介護保険課 

 施設整備係 安藤・高木 

 電話 （046）822-9399 

 


